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現在、津市では、保護者が育児休業を開始するときに、保育所等を匏用している子どもが３歳児クラス以上のクラ

スに属し、かつ保育所等の匏用継続を希望する場合は、子ども・子育て支援১施ষ厶則第 1 条第 9 号に該当するもの
として支給認定をষい、保育所等を匏用することができます。 
 
 

● 育児休業取得時の支給認定について 
[[[[子ども・子育て支援法施行規則より抜粋子ども・子育て支援法施行規則より抜粋子ども・子育て支援法施行規則より抜粋子ども・子育て支援法施行規則より抜粋]]]]    

第第第第１１１１条条条条第９号９号９号９号     育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特

定地域型保育事業（以下この号において「特定教育・保育施設等」という。）を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引

き続き利用することが必要であると認められること。  

    

● 育児休業の間の保育の必要性について 
[[[[津市子ども・子育て支援法事務取扱規則より抜粋津市子ども・子育て支援法事務取扱規則より抜粋津市子ども・子育て支援法事務取扱規則より抜粋津市子ども・子育て支援法事務取扱規則より抜粋]]]]    

第第第第７７７７条条条条 施行規則第１条第 9 号の規定により当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認める場合は、支給認定に係る小学

校就学前子どもの保護者が育児休業を開始する日が当該支給認定にかかる小学校就学前子どもが３歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日以

後である場合とする。 

    

● 育児休業取得時に係る保育の支給認定及び育児休業からの挴షに伴う保育所等の历匪匏用の卛え方について 
[[[[平成平成平成平成 26262626 年年年年 9999 月月月月 10101010 日付け内閣府政策統括官（共生社会政策担当）、日付け内閣府政策統括官（共生社会政策担当）、日付け内閣府政策統括官（共生社会政策担当）、日付け内閣府政策統括官（共生社会政策担当）、    文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知よ文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知よ文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知よ文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知よ

り抜粋り抜粋り抜粋り抜粋]]]]    

第２ 子どものための教育・保育給付の支給認定等に係る事務 

育児休業取得ৎにउऐるྲྀのಲਢ保育قਠষك 
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１ 保育の必要性に係る事由 

（２）留意事項 

ウ 規則第１条第９号（育児休業取得時の継続利用） 

（ア）保護者が育児休業を取得することになった場合、休業開始前に既に保育所等を利用していた子どもについては、保護者の希望や地域における

保育の実情を踏まえた上で、①次年度に小学校入学を控えるなど、子どもの発達上環境の変化次年度に小学校入学を控えるなど、子どもの発達上環境の変化次年度に小学校入学を控えるなど、子どもの発達上環境の変化次年度に小学校入学を控えるなど、子どもの発達上環境の変化に留意する必要がある場合、②保護者の健康状保護者の健康状保護者の健康状保護者の健康状

態やその子どもの発達上環境の変化態やその子どもの発達上環境の変化態やその子どもの発達上環境の変化態やその子どもの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合など市町村が児童福祉の観点から必要と認めるときは、保育の必要性に係

る事由に該当するものとして、継続して利用を可能とすることとしたものであること。なお、休業開始前に認定こども園を利用していた２号認定子ども

ついては、当該認定こども園の１号認定子どもに係る利用定員に空きがある場合は、教育標準時間認定へ変更したとしても、当該認定こども園を

継続して利用することが可能であるため、そのような取扱いとすることも考えられること。 

（イ）育児休業取得前に保育所等を利用している場合で、（ア）に該当しないため、一旦保育所等を退所し、育児休業からの復帰に伴い、再度保育育児休業取得前に保育所等を利用している場合で、（ア）に該当しないため、一旦保育所等を退所し、育児休業からの復帰に伴い、再度保育育児休業取得前に保育所等を利用している場合で、（ア）に該当しないため、一旦保育所等を退所し、育児休業からの復帰に伴い、再度保育育児休業取得前に保育所等を利用している場合で、（ア）に該当しないため、一旦保育所等を退所し、育児休業からの復帰に伴い、再度保育

所等を利用することを希望する場合は、優先利用の枠組みの中で対応所等を利用することを希望する場合は、優先利用の枠組みの中で対応所等を利用することを希望する場合は、優先利用の枠組みの中で対応所等を利用することを希望する場合は、優先利用の枠組みの中で対応すること。 
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育児休業ऊैの୮షにൣい保育所等のਹ৷ணしाをするৃ়のરਹ৷ 

市町匾は、保育所等の匏用ৠ定について、保育所等の匏用に係る历匪২を踏まえて匏用調整をষうとされているこ
とから、児童の保護者の状況などに応じて配点される基本点数表と調整指数表を元に点数を付与し、その点数の合計
が高い捩匸児童から調整をষいます。 

また、平成 26 ফ 9 月 10 日付け内閣府政策統括官（共生社会政策担当）、 卽ఐ学匚匘等中等卝育拈শ、掖生排掴
匚౻用等・児童家庭拈শৢ半には、定の要件に該当する者の历匪匏用にঢ়する基本的卛えを単しており、ऱとり
親家庭や社会的養護が必要な場合に匎えて、育児休業を厖വした場合も含めています。 

このことを踏まえ、津市では、調整指数表に社会的養護、兄弟姉妹と同じ保育所等を希望する場合に次いで高い指
数を設定しています。 

 
保育を必要とする支給認定の要件ق育児休業取得ৎのಲਢਹ৷ਰਗك 

保護者が育児休業取得前から継続して匏用している子どもが２歳児以下のクラスの場合や、育児休業を取得しない
（できない）ため継続匏用できない場合であっても、次の事由に該当する場合には保育の必要性が認定され、保育所
を匏用することができます。 

事由 支給認定期間 必要書類等 

出産 出産（予定）日から８週間を経過する日の翌日が

属する月の末日まで 

出産（予定）日のわかるもの 

疾病、障がい 就学前、又は満 3 歳となる誕生日の前々日まで 挨పの勪ৄ危 

看護、介護 就学前、又は満 3 歳となる誕生日の前々日まで 挨పの勪ৄ危、介護・看護・付状況捩য়危 

保૧の育児休業取得ৎに保育所等をಲਢਹ৷しऩい子नुについて 



 
 
過去３ফ間の育児休業取得を匏用とした退所

 ０歳児 １歳児 
平成２４ফ২ 2 13 
平成２５ফ২ 0 17 
平成２６ফ২ 1 14 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
退所する児童をফೡ別に厅ীすると、１歳児と２歳児が৸৬の９４％を占めています。

 １歳児及び２歳児のফ間の退所者数は平して３０人损২です。

津市の保育所退所状況について 
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の育児休業取得を匏用とした退所件数は次のとおりでした。 

２歳児 小計 ３歳児 ４歳児 ５歳児
13 28 0 1 
18 35 1 0 
14 29 1 0 

退所する児童をফೡ別に厅ীすると、１歳児と２歳児が৸৬の９４％を占めています。 
ফ間の退所者数は平して３０人损২です。 

（人） 
５歳児 小計 合計 

0 1 29 
0 1 36 
0 1 30 

 



 
 
【平成 24・25 ফ২において育児休業取得

保育所再入所厾76.9ط％ 
（内訳）  ６ヶ月以内     

６ヶ月から１ফ以内
          １ফから１ফ６ヶ月以内

 

 
過去３ফ間（最大）の追跡調査により、

６ヶ月以内に匏用開始しています。また、
 

津市にउऐる育児休業取得にൣい保育所退所後の保育所ગਹ৷状況について
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おいて育児休業取得を৶由として保育所を退所した子どもの追跡調査（津市）】

    20.0％ 
６ヶ月から１ফ以内 52.0％ 

ら１ফ６ヶ月以内 22.0％ 

の追跡調査により、76.9％の児童が保育所等を再び匏用しており、そのうち
６ヶ月以内に匏用開始しています。また、再入所月はফ২当匘である４月が 78％を占めています

育児休業の繰上育児休業の繰上育児休業の繰上育児休業の繰上    

育児休業の延長育児休業の延長育児休業の延長育児休業の延長    

津市にउऐる育児休業取得にൣい保育所退所後の保育所ગਹ৷状況について 

退所した子どもの追跡調査（津市）】 

 

の児童が保育所等を再び匏用しており、そのうち 94％の児童が１ফ
を占めています。 
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 再২保育所等の施設を匏用する場合、兄弟姉妹で同時勡
に匏用開始をする割合は 94％、兄弟姉妹で同施設を匏
用する割合は 98％でした。 

また、退所した施設を再২匏用する割合は
ました。退所前と同じ施設を再২匏用しなかったケース
（17 件）には、市内転居により住所地近くの施設を選択
した場合（６件）がありました。転居を伴わない場合（
件）も、いङれも住所地近くの施設を匏用しており、匏用
開始翌ফ২以ఋに退所前の施設に転挷をしたケースはそ
のうち１件のみでした。 Ｎ＝50 

Ｎ＝50 

再২保育所等の施設を匏用する場合、兄弟姉妹で同時勡
％、兄弟姉妹で同施設を匏

また、退所した施設を再২匏用する割合は 66％となり
ました。退所前と同じ施設を再২匏用しなかったケース

件）には、市内転居により住所地近くの施設を選択
した場合（６件）がありました。転居を伴わない場合（11
件）も、いङれも住所地近くの施設を匏用しており、匏用
開始翌ফ২以ఋに退所前の施設に転挷をしたケースはそ

Ｎ＝50 
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平成２５ফ１１月に、市内に就学前、小学生の児童を匛つ保護者を対拺として、津市子ども・子育て支援にঢ়する

アンケート調査をষいました。アンケートのঽ由卌掃において、育児休業取得に係る保育所等の匏用についていたट 
いた৻表的な勪ৄは以下のとおりです。 
 
 ● 第２子出産にあたって産休、育休をとった際、上の子が３歳に達していないため保育園を退所することになりました。育休

中である現在、幼稚園に行っていますが、また保育園に行くことになる場合、子どもがかわいそうな気がします。下の子が１

歳になるまでは…ok という条件があると働く女性は嬉しいと思います。 

 

● ２歳児未満だと育児休暇中でも退園になってしまうのがいまいち納得できません。出産後に仕事をやめたのであれば家庭

で保育をするのは当然ですが、育児休暇がおわればまた必ず保育園に入れる事になるのにどうしてなんでしょうか。待機児

童の事などもあるのかも知れませんが育児休暇中であれば通い続ける様にするべきだと思う。 

 

● 保育園の２才児クラスに在園中だった第一子が、今年４月に第二子出産した為、津市の決まりで退園しました。育休中、

兄妹の時間が良いと思う面もありますが、日中育児を一人で対応する辛さも体感しております。色々な支援があり、利用でき

そうな時は利用します。しかし来年度仕事復帰する際、今まで第一子が在園していた保育園に、第二子とともに入園希望中

ですが、必ずしも同じ園に入れるという保証がないことに強く不安を感じます。 

育休中、復帰にむけての母親の精神的不満・不安を少しでも配慮して頂けるなら、途中退園した子、第二子が同じ保育

園に入れる保証があれば、ありがたく思います。 

 

 ● ２人目ができた時、保育園から産休中は退園してほしいと言われ、１年育休があったのにとれなかった。一番子どもを預か

ってほしい時に預かってもらえず困った。１年育休があったのに、途中保育はできないと言われ、４月から入園させた。１年

間ゆっくり子育てしたかったのに、すぐに仕事をはじめなくてはいけなかった。子どもを育てにくいと感じました。 

育児休業取得にબる保育所等のਹ৷にৌするਔৄق津市子नु؞子育て支ରにঢ়する॔থॣشॺ৹ਪよॉك 
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３号認定子ども（１、２歳児）の挪のৄ匸みと確保の方策 
（人）    

 平成２７ফ২ 平成２８ফ২ 平成２９ফ২ 平成３０ফ২ 平成３１ফ২ 
①挪のৄ匸み 2,124 2,106 2,087 2,052 2,023 
②確保の方策 1,913 2,006 2,087 2,087 2,087 

②－① ▲211 ▲100 0 35 64 
津市子ども・子育て支援事業計画より抜粋    

 
● 挪のৄ匸み（保育必要挪）の算出について 
  アンケートによるニーズ調査から卍められる保育匏用勪匇厾を元に平成 27 ফ২の挪のৄ匸みを算出した場合、約

2,200 人と単されました。この中には保育の匏用開始時勡が３歳以ఋを希望するニーズ（約 700 人強）も含まれて
いますが、平成 25 ফ২の匏用実績を踏まえ、1 歳児、２歳児の挪のৄ匸みを上卌のとおりとしました。また、この
挪のৄ匸みは、育児休業の取得状況は反映していないため、保育所等の匏用を希望する育児休業取得者のニーズも
含むものです。 

 
● 確保の方策（保育卖挿挪）について 

平成２８ফ২までに確保される保育卖挿挪 93 人の内訳（2,006 人-1,913 人） 
   捔য়保育所匲匳ണ卋事によるもの 12 人 
   勗য়保育所整厵卋事によるもの  11 人 
   地域型保育事業の認可によるもの 16 人（32 人）※ 
   捔য়・勗য়保育所による人৩配厒等匳ఒによるもの 54 人（38 人）※   

平成２ڴফ২ਰఋの保育所等のન保৬ 

＋93 人 

※は地域型保育事業の認可について
別途案件の協議が進捗した場合 
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平成２７ফ২における保育所等匏用状況について                

                      （人）                       （人） 
 4 月１日時点 １０月１日時点  確保の方策 ３号認定(１,２歳児) 

1 歳児 894 931 
1,913 2 歳児 1,062 1,083 

計 1,956 2,014 
 

 
● １０月１日時点の保育所等を匏用する３号認定子ども（１、２歳児） … 2,014 人 
   ⇒平成２７ফ২匏用定৩ 1,913 人に対し、5.3％匲の定৩のഩৡ৲対応がされています。 
 
● 平成２８ফ২における確保৬勧について 

「①挪のৄ匸み」に対して、「②確保の方策」は 100 人ী勘拒しています。 
 たटし、確保の方策は厰施設における匏用定৩の計であり、০新ফ২にむけ厰保育所等の匏用定৩は変動する可
能性があります。 

さらに、平成２７ফ২と同捞に定৩のഩৡ৲対応がされた場合、確保の方策 2,006 人に対し、2,112 人まで受入
が可能となるৄ匸みです。（2,006 人×5.3%=106 人） 

 
 
 
 
 

定৩のഩৡ৲ 



 
 

【平成 26 ফ২౻用等基本調査（捠匔）（掖生排掴匚）】

育児休業取得厾は匲匎ൊ匇にあり、平成
 
 

 
● 捷家ఔ৲の進ষや共掴き家庭の匲匎などをూ拲に、保育の挪的ఁ大による挊務児童卆拔、地域の子ども・子育て

支援のౄ実などにより子育て支援勧২のಽのౄ実が卍められています。
● 共掴き家庭の保護者が捸事と子育て（生卹）を厥য়できる挳挌を整厵するため、その基ೕとして、保育施設の

ෟな匏用が掛られる必要があります。 

全国の育児休業の取得状況について 

子育て環境の社会的背景について 
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（掖生排掴匚）】 

育児休業取得厾は匲匎ൊ匇にあり、平成 26 ফ২においては 86.6%に到達しています。 

捷家ఔ৲の進ষや共掴き家庭の匲匎などをూ拲に、保育の挪的ఁ大による挊務児童卆拔、地域の子ども・子育て
支援のౄ実などにより子育て支援勧২のಽのౄ実が卍められています。 

共掴き家庭の保護者が捸事と子育て（生卹）を厥য়できる挳挌を整厵するため、その基ೕとして、保育施設の
 

 

捷家ఔ৲の進ষや共掴き家庭の匲匎などをూ拲に、保育の挪的ఁ大による挊務児童卆拔、地域の子ども・子育て

共掴き家庭の保護者が捸事と子育て（生卹）を厥য়できる挳挌を整厵するため、その基ೕとして、保育施設の
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市町名 条件 今後の予定 

四日市市 ２歳児クラス以下について原則退所 変ಌ予定なし 

൝ಧ市 ４歳児クラス以下について原則退所 変ಌ予定なし 

松阪市 ৸ফೡについて継続匏用可 変ಌ予定なし 

伊勢市 ৸ফೡについて継続匏用可 変ಌ予定なし 

伊賀市 ２歳児クラス以下について原則退所 変ಌ予定なし 

น市 ４歳児クラス以下について原則退所 変ಌ予定なし 

名張市 ２歳児クラス以下について原則退所 変ಌ予定なし 

三重県内２９市町のうち、育児休業取得をした場合に退所となるのは１８市町、継続可能であるのは１１市町です。 
 
 
 
● ൮掩県所厫市（平成２７ফ） 

１ 保育挷に０歳児２ع歳児をけているಟ親が下の子を出産して育児休業を取った場合、すでに匏用している児
童を原則退挷さचる勧২は挆১टとして退挷のෘ挽し厙めを卍める捩しয়てをষったとこौ、さいたま地裁は、保
育の必要性について捩捥でき、市が継続をৠ定すれय退挷叀ীを受けることがないことを৶由としてే下した。 
（７月２８日） 
２ この所厫市の卞用をり、すでに匏用している児童が退挷となった保護者が退挷のষ厙を卍めた捩しয়て
について、さいたま地裁は、ষ政ু続১に基तくല聞をचङ勘匏捍叀ীをষったとして、卞用が挆১である可能性
を指తし、退挷叀ীのষ厙を認めるৠ定をした。（９月２９日） 

ๆ市लਕ市町の育児休業取得にબる保育所等ಲਢਹ৷について 

育児休業取得による保育所退園を導入した他市の状況 
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平成 27 ফ 9 月 30 日 毎日新聞          平成 27 ফ 7 月 29 日 中日新聞 


